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１～２年目 ３年目～

内科版J-OSLER年間スケジュール表 COVID-19対応措置［2020.6.10発表］対象：2018年度研修開始～2022年度研修開始
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研修評価研修評価

症例症例

病歴要約病歴要約

病歴要約（一次評価）病歴要約（一次評価）

病歴要約（二次評価）病歴要約（二次評価）

専攻医 病歴指導医
プログラム統括責任者

担当指導医

専攻医

専攻医 担当指導医

専攻医 査読委員

専攻医 担当指導医

専攻医 症例指導医

病歴要約（一次評価）
提出・評価

病歴要約（二次評価）
提出・評価

研修修了後～

措置A
一次評価：10/31
まで延⾧

措置A
二次評価：
2/20まで延⾧

修了認定修了認定

専攻医
プログラム統括責任者

専門医試験

症例 登録・評価症例 登録・評価

病歴要約（個別評価）登録・評価

病歴要約（一次評価）登録可

措置A （手続き不要）

の延⾧期間中に
病歴要約の評価が
完了しない場合、
措置B （手続きは※
２）の基準（※１）
を満たせば、 翌年の
受験が可能（受験年
度中に修了要件を並行
して達成していただくことと
なります）

※１措置Bの基準：
120症例の登録と
指定された29の病歴
要約の個別承認完
了［病歴要約一次
評価ができる状態］

※２措置Bの手続き:
修了認定メニューの
「COVID-19措置
暫定登録」から依頼、
プログラム統括責任
者（正もしくは副）
の承認が得られた場
合に適用。学術活動等 登録可 学術活動等 登録可 登録・依頼

修了認定

技術技能評価

プログラム評価


